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はじめに 

 

 市民協働推進課市民相談係では、市民の皆様からの市政に対するご意

見・ご要望等に関すること、身近なご相談に関することの窓口として、そ

の適切な処理・対応に努めています。 

 寄せられたご意見・ご相談等は、身近な生活環境に関するものや、行政

サービスや市の施策、制度に関するもの、近隣関係や家庭内の問題などの

民事に関するものなど、広範囲にわたっています。令和６年度は市政や他

の公共機関などに関するものが１，５５０件、民事に関するものが３１３

件、合計で１，８６３件ありました。 

また、ご意見・ご相談等の受付方法として、市役所や公民館、コミュニ

ティセンターなどの市内の公共施設に設置した投書箱によるものは１８

０件、Ｅメールによるものは９８９件ありました。 

さらに、地域からの要請による行政懇談会については、市民の皆様と行

政との重要な接点ととらえ、幅広くそのご意見・ご要望等を把握するため

に実施しており、令和６年度は７回実施しました。 

 この「市民の声」は、令和６年度中に市民協働推進課市民相談係に寄せ

られた、市民の皆様からのご意見・ご要望やご相談の内容等をまとめたも

のです。 

 

令和７年１１月 

 

宇治市総務・市民協働部 

市民協働推進課 

 

 

 

 

 

※  相談件数については、受付件数ではなくご意見・ご相談等の内容別件数となって

います。また、本編では受付した相談や意見、要望、苦情、問い合わせ等を含めて

「相談」と表記しています。 
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１．月別相談件数［行政・民事別］

月別相談件数［行政・民事別］　

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計

行政 99 95 139 162 161 111 137 105 136 169 128 108 1,550

民事 21 12 28 27 12 16 33 28 40 43 25 28 313

合計 120 107 167 189 173 127 170 133 176 212 153 136 1,863

　令和６年度の相談件数は１，８６３件でした。相談の内容を行政に関するものと民事
に関するものとに大別すると、行政に関するものが１，５５０件、民事に関するものが
３１３件でした。行政に関するものでは、市の施策や事業に関するものをはじめ国や京
都府などの公共機関に関するものを含んでいます。行政と民事の割合は、行政が全体の
８３．２％、民事が１６．８％となっています。
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２．受付方法別相談件数

（　合計１，８６３件　）

受付方法別　相談件数
Ｅメール　　９８９件

来訪　　　　２７８件

「市民の声」投書箱
　　　　　　１８０件

文書　　　　２５７件

　令和６年度の相談を受付方法別にみると、最も多いのはＥメール（９８９
件）によるもので全体（１，８６３件）の５３．１％となっています。次い
で窓口への来訪（２７８件）が１４．９％、持参や郵送された文書（２５７
件）が１３．８％、市の公共施設に設置しています「市民の声」投書箱（１
８０件）に投函されたものが９．７％、電話相談（１５７件）が８．４％、
その他（２件）が０．１％となっています。

市ホームページのお問い合わせ入力フォームから送信された相談

窓口での対面による相談

持参や郵送された書面による相談

「市民の声」投書箱（市の公共施設２７か所設置）へ投函された書面
による相談

電話による相談電話　　　　１５７件

その他　　　　　２件 行政懇談会における相談

Ｅメール 989件

53.1%

来訪 278件 14.9%

文書（持参・郵送）

257件 13.8%

「市民の声」投書箱

180件 9.7%

電話 157件 8.4%
その他 2件 0.1%

受付方法別 相談件数・割合
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３．部門別相談件数

　　　　　　年度
　　部門

危機管理室 　２０（　１） １９（　１） １９（　２）

市長公室 １０３（２５） 　８３（１７） 　７６（１７）

政策企画部 ５６（１４） ５７（１１） ６３（　５）

総務・市民協働部 ２０７（２７） １８８（２３） ２００（１５）

産業観光部 ９８（２１） １１８（１８） １２８（２３）

人権環境部 １５５（　９） １８１（１２） １６１（１１）

福祉こども部 １５２（１３） 　１２８（１１） 　１４４（　９）

健康長寿部 １３９（１７） １１８（１３） １３８（　４）

建設部 １３０（１２） １４３（２０） １６５（１６）

都市整備部 １１９（１９） １３４（３５） １８３（３５）

教育委員会 １４９（１７） １２３（１８） １３８（１７）

上下水道部 ２８（　１） ２５（　２） ３３（　０）

消防本部 １６（　３） １５（　３） １８（　７）

その他の部局 １８（　３） ２７（　２） ３０（　５）

他の公共機関 ６２（　４） ６３（　４） ５１（　３）

公社・各種団体 　５（　０） ２（　０） ３（　１）

民事・その他 ２０５（１２） ２４１（　２） ３１３（１０）

合計 １,６６２（１９８）１,６６５（１９２）１,８６３（１８０）

※　表中の(　　）の件数は、投書箱によるもので、内数です。

令和４年度 令和６年度令和５年度
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　令和６年度の相談を部門別にみると、市行政に関するものが１，４９６件あ
り、全体（１，８６３件）の８０．３％となっています。市以外の公共機関に関
するものが５１件、公社・各種団体に関するものが３件、民事・その他が３１３
件でした。
　市行政に関するものでは、相談件数の多い部門から順に、総務・市民協働部
（２００件）、都市整備部（１８３件）、建設部（１６５件）、人権環境部（１
６１件）、福祉こども部（１４４件）、健康長寿部と教育委員会（各１３８
件）、産業観光部（１２８件）などとなっています。

3

18

19

30

33

51

63

76

128

138

138

144

161

165

183

200

313

0 50 100 150 200 250 300 350

公社・各種団体

（市）消防本部

（市）危機管理室

（市）その他の部局

（市）上下水道部

他の公共機関

（市）政策企画部

（市）市長公室

（市）産業観光部

（市）教育委員会

（市）健康長寿部

（市）福祉こども部

（市）人権環境部

（市）建設部

（市）都市整備部

（市）総務・市民協働部

民事・その他

令和６年度部門別相談件数

（合計１，８６３件）
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５．市行政に関する主な相談内容

※　市行政に関する相談の一部を掲載しています。

　市行政に関する相談（合計１，４９６件）の内、最も多い相談はごみの分
別方法など「し尿・ごみ収集」に関するもので１０１件でした。次に多いの
は公園施設の維持管理など「公園・緑地・緑化」に関するもので８１件、次
いで観光イベントなど「観光」に関するもので６４件、戸籍届出や住民登録
の手続きなど「戸籍・住民登録等」に関するもので５９件、市税の納付など
「税」に関するもので４１件でした。
　その他、相談の多いものとして、国民健康保険の加入手続きなど「国民健
康保険」に関するもの、給付金制度など「地域福祉」に関するもの、道路改
良など「道路建設」に関するものなどとなっています。

30

31

31

31

32

32

32

36

36

38

41

59

64

81

101

0 20 40 60 80 100 120

農林茶業（産業観光部）

道路補修（建設部）

障害福祉（福祉こども部）

市職員・人事等（市長公室）

交通安全対策（都市整備部）

生活保護（福祉こども部）

デジタル政策（政策企画部）

道路建設（建設部）

地域福祉（福祉こども部）

国民健康保険（健康長寿部）

税（総務・市民協働部）

戸籍・住民登録等（総務・市民協働部）

観光（産業観光部）

公園・緑地・緑化（都市整備部）

し尿・ごみ収集（人権環境部）
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６．市行政に関する部局別の相談内容

　市行政に関する相談で２番目に相談件数の多い部局は都市整備部でした。
その相談件数は１８３件で、市行政全体の１２．２％となっています。
　都市整備部で最も多い相談は、公園施設の維持管理など「公園・緑地・緑
化」に関するもので８１件でした。次に多いのは道路の安全対策など「交通
安全対策」に関するもので３２件、次いで公共交通の整備など「公共交通」
に関するもので２７件でした。

　市行政に関する相談を部局別にみると、相談件数の最も多い部局は総務・
市民協働部でした。その相談件数は２００件で、市行政全体（１，４９６
件）の１３．４％となっています。
　総務・市民協働部で最も多い相談は、戸籍届出や住民登録の手続きなど
「戸籍・住民登録等」に関するもので５９件でした。次に多いのは市税の納
付など「税」に関するもので４１件、次いで市役所庁舎の設備など「庁舎・
管財」に関するもので１９件でした。

※　全部局のうち一部を掲載しています。
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税
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（１）総務・市民協働部に関する相談内容と件数 （合計２００件）
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- 14 -



　市行政に関する相談で３番目に相談件数の多い部局は建設部でした。その
相談件数は１６５件で、市行政全体の１１．０％となっています。
　建設部で最も多い相談は、道路改良など「道路建設」に関するもので３６
件でした。次に多いのは「道路補修」に関するもので３１件、次いで道路の
管理など「市道・私道」に関するもので２４件でした。

　市行政に関する相談で４番目に相談件数の多い部局は人権環境部でした。
その相談件数は１６１件で、市行政全体の１０．８％となっています。
　人権環境部で最も多い相談は、ごみの分別方法など「し尿・ごみ収集」に
関するもので１０１件でした。次に多いのは「人権問題」に関するもので１
２件、同じく「ハチ・害虫等の駆除」に関するもので１２件でした。
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（３）建設部に関する相談内容と件数 （合計１６５件）
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７．市行政に関する相談の一例 

（１）【婚姻届について】 

 

Ｑ：婚姻届を提出したいのですが、必要な書類を教えてください。ま

た、婚姻届を提出した後にすぐに新しい住民票を取得することはで

きますか。 

 

 

Ａ：婚姻届に必要な書類につきましては、日本国籍の方同士の婚姻で

あれば、特に添付していただく書類はありません。戸籍謄本や住民

票は不要です。市役所市民課の受付時間（平日８：３０～１７：０

０）に婚姻届を提出された場合、手続き後すぐに住民票を取得いた

だくことができます。なお、婚姻届の手続きには待ち時間がござい

ますので、お時間の余裕をもってご来庁ください。 

 

            （担当）総務・市民協働部市民課 
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（２）【野良猫の対策について】 

 

Ｑ：町内会の役員をしています。町内会で野良猫の糞の被害について

その対策が話題になっています。何か有効な対策があれば教えてく

ださい。また、公園の砂場も猫の糞で汚れています。掃除の際にそ

の都度処分していますがきりがありません。何か対策はありますか。 

 

 

Ａ：猫は「動物の愛護及び管理に関する法律」により愛護動物に指定

されておりますので、行政による捕獲、駆除はできません。そのた

め、根本的な解決は非常に困難であり、自衛目的のための対策をと

っていただいているのが現状です。宇治市ではホームページで猫の

糞害対策として木酢液での対応方法などの内容を掲載しています。

他に、猫の餌となるようなものを置かない、水を撒く、猫の嫌がる

代替物（松ぼっくりなど）の設置や超音波猫除け機の設置などがあ

げられます。 

  また、公園の砂場について、町内の管理で砂場を覆う猫除けネッ

トを設置していただける場合は、ネット設置前に砂場の砂の入替や

補充などの対応を行いますのでご相談ください。 

 

（担当）人権環境部環境企画課 

都市整備部公園緑地課  
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（３）【有料臨時ごみ収集について】 

 

Ｑ：３人掛けのソファを廃棄処分したいのですが、市役所で収集して

もらえますか。また、収集は土日や祝日もやっていますか。 

 

 

 

Ａ：３人掛けのソファについては、市の有料臨時ごみとして収集する

ことができますが、事前に予約していただく必要があります。 

  ３人掛けソファの料金は約２，５００円ですが、収集の際に立ち

合いの上、現地でごみの体積を計測して正しい料金を算出します。 

  なお、有料臨時ごみ収集は、年末年始を除き、月曜日から金曜日

（祝日含む）に実施しております。 

 

（担当）人権環境部まち美化推進課 
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８．民事・その他の相談内容

　民事・その他に関する相談は３１３件ありました。この内最も多い
ものは、主訴が不明確なものを含む「その他の問題」に分類している
もので１１３件でした。次に多い相談は相続の手続きなど「相続・贈
与問題」に関するもので５８件、次いで隣家からの越境枝や騒音など
「近隣問題」に関するもので４６件となっています。
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９．民事・その他の相談の一例 
 

（１）【近隣問題について】 

Ｑ：隣家の木が自宅側に越境しています。秋になると枯葉が自宅にた

くさん落ちて、毎年その処理に困っています。勝手に枝を切っても

いいものでしょうか。 

 

Ａ：令和５年４月 1 日から施行された改正民法により、越境してきた

枝を所有者に切除するよう催告しても、相当の期間内に切らない場

合はご自身で切ってもよいことになりましたが、越境した枝の切除

をお考えの場合は、相手方とのトラブルを避けるため、相当の期間

内とはどれくらいかなど事前に法律相談を受けられるようご案内

いたします。 

 

（２）【相続問題について】 

Ｑ：夫が数年前に他界しており、住んでいる家が夫の名義のままにな

っています。相続登記が義務化されたと聞きましたが、どうすれば

いいのでしょうか。また、私が亡くなったあとのことも心配してい

ます。相続について相談できるところはありますか。 

 

Ａ：令和６年４月１日から相続登記の申請が義務化されました。相続

登記の手続きに関することは法務局にお問い合わせください。また、

相続に関する相談先として、宇治市社会福祉協議会の法律相談のほ

か、京都弁護士会や京都司法書士会、京都府行政書士会などで相談

を受付けていますのでご案内いたします。 
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